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２. 景観法に基づく届出の概要 

２.１ 届出が必要な行為 

長岡京市内で建築物や工

作物の建設などを行う際は

「長岡京市景観計画」で定

める景観形成基準の内容を

守ることが義務付けられて

おり、建築確認申請を要す

る行為など（右図参照）に

ついては事前に景観法に基

づく届出が必要です。 

また、屋外広告物は「京

都府屋外広告物条例」に基

づく許可が必要です。 
 

 

 

 

 

２.２ 届出の手続の流れ 

 

 

景観計画 P.45 掲載の内容

景観計画 P.24 掲載の内容

景観法に基づく届出の概要 

※基準の解釈について判断を迷わ
れる場合は窓口でご相談いただ
きますようお願いします。 


